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プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
七
年
五
月
三
十
日
施
行
の
個
人
情
報
保
護
法
改
正
法
（
以
下
、
「
改
正
法
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
「
要
配
慮
個
人

情
報
」
と
は
、
「
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯
罪
の
経
歴
、
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人

に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
記
述
等
が
含
ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
」
（
改
正
法
第
二
条
第
三
項
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
要
配
慮
個
人
情
報
に

つ
い
て
は
、
「
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、
要
配
慮
個
人
情
報
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
改
正
法
第
十
七
条

第
二
項
）
と
さ
れ
る
。

一
方
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
通
則
編
）
平
成

二
十
九
年
三
月
一
部
改
正
版
」
に
お
い
て
は
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
情
報
（
人
種
、
信
条
、
社
会

的
身
分
、
病
歴
等
）
を
「
推
知
さ
せ
る
情
報
に
す
ぎ
な
い
も
の
（
例：

宗
教
に
関
す
る
書
籍
の
購
買
や
貸
出
し
に
係
る
情
報

等
）
は
、
要
配
慮
個
人
情
報
に
は
含
ま
な
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
『
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
及
び
「
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
の
事
案
が
発
生
し
た
場
合
等
の
対
応
に
つ
い
て
」

に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
』
（
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
更
新
版
）
の
「
要
配
慮
個
人
情
報
の
取
得
」
の
Ａ
三－

九
に
お
い
て
、

一



「
当
該
情
報
が
推
知
情
報
に
と
ど
ま
る
場
合
は
、
要
配
慮
個
人
情
報
に
は
該
当
し
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
現
在
、
自
然
人
の
評
価
を
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
」
（
定
義
は
総
務
省
が
公
表
し
た
「
平
成
二
十
九
年
版

情
報

通
信
白
書
」
五
十
三
頁
に
従
う
）
を
用
い
た
自
動
処
理
で
行
う
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
分
野
に
お
い
て
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
概
念
は
日
本
に
お
い
て
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
プ
ロ

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
は
、
予
測
や
評
価
、
カ
テ
ゴ
リ
へ
の
分
類
を
目
的
に
、
個
人
（
ま
た
は
集
団
）
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、

そ
の
特
徴
や
行
動
パ
タ
ー
ン
を
分
析
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
よ
り
、
本
人
の
人
種
、
信
条
、
病
歴
な
ど
、
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利
益
の
要
因
と
な
る

情
報
で
あ
る
要
配
慮
個
人
情
報
が
推
知
あ
る
い
は
実
質
的
に
は
生
成
さ
れ
、
そ
れ
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
活
用
さ
れ
る
可
能
性

が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
通
販
事
業
者
が
持
つ
購
入
履
歴
と
交
通
事
業
者
の
持
つ
行
動
履
歴
等
が
掛
け
合
わ
さ
れ
、
プ
ロ

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
た
人
が
ど
の
よ
う
な
病
気
を
患
っ
て
い
る
の
か
が
、
か
な
り
高
い
レ
ベ
ル
で
推
知
で
き
、
そ
れ
を
基
に
し

た
広
告
等
の
表
示
が
な
さ
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
事
例
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
改
正
法
の
下
に
お
い
て
、
匿
名

加
工
情
報
、
個
人
識
別
性
の
な
い
購
買
履
歴
・
行
動
履
歴
等
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
の
利
活
用
が
進
む
こ
と
で
、
今
後
増
大
し

て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

二



し
か
し
、
改
正
法
の
中
に
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
関
す
る
具
体
的
な
規
定
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
「
放
送
受
信
者
等
の

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日

総
務
省
告
示
第
百
五
十
九
号
。
以
下
、
「
放

送
分
野
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
は
、
そ
の
第
三
十
四
条
に
お
い
て
「
受
信
者
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
視
聴
履
歴
を
取
り
扱

う
に
当
た
っ
て
は
、
要
配
慮
個
人
情
報
を
推
知
し
、
又
は
第
三
者
に
推
知
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
よ
り
試
聴
履
歴
か
ら
要
配
慮
個
人
情
報
を
推
知
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
が
、
放

送
分
野
以
外
を
含
む
一
般
的
な
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
は
存
在
し
な
い
。

以
上
を
前
提
に
以
下
質
問
す
る
。

一

先
述
し
た
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
参
照
す
る
限
り
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
あ
る
情
報
が
要

配
慮
個
人
情
報
に
つ
い
て
推
知
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
推
知
情
報
に
と
ど
ま
る
限
り
、
あ
ら
か
じ
め
の
本
人
の
同
意
な

く
当
該
情
報
を
取
得
・
利
用
す
る
こ
と
は
改
正
法
第
十
七
条
第
二
項
と
の
関
係
で
問
題
が
な
い
と
い
う
整
理
を
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
よ
い
か
。

二

ス
マ
ー
ト
製
品
の
普
及
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
や
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
さ
れ
る
機
会
は
身
近
に
あ
ふ
れ

て
お
り
、
情
報
処
理
技
術
の
高
度
化
も
相
ま
っ
て
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
よ
り
推
知
さ
れ
る
情
報
の
精
度
は
日
増
し
に
高

三



ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
要
配
慮
個
人
情
報
の
推
知
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
場
合
に
は
推
知
さ
れ
た
情
報
が

要
配
慮
個
人
情
報
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
単
な
る
推
知
情
報
と
は
取
り
扱
い
を
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

三

推
知
さ
れ
る
情
報
が
、
推
知
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
あ
る
個
人
の
要
配
慮
個
人
情
報
と
実
質
的
に
同
等
と
評
価
で
き
る
場

合
、
そ
れ
は
要
配
慮
個
人
情
報
に
あ
た
る
と
整
理
し
、
利
用
す
る
に
は
あ
ら
か
じ
め
の
本
人
の
同
意
が
必
要
と
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

四

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
精
度
の
向
上
に
よ
り
、
要
配
慮
個
人
情
報
の
推
知
の
レ
ベ
ル
が
高
ま
っ
て
い
る
現
状
か
ら
す
れ

ば
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
放
送
分
野
に
限
ら
な
い
一
般
的
な
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。
ま
た
、
さ
ら
に
踏
み
込
み
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
つ
い
て

法
令
上
も
規
定
を
設
け
る
こ
と
も
十
分
検
討
に
値
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

四


